
予定価格が５０万円を超える業務委託（測量、地質調査、一般調査業務、建設コンサルタント業者、補償コンサルタント業者、建築設計事務所への委託）で随意契約としたもの

契約日 契約期間 契約金額（円）

『令和5年度 上半期・随意契約内容「委託」 』

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

栗東市財務規則
第162条第1項第2号

スポーツ・
文化振興課

令和5年
8月2日

令和5年
8月2日

～
令和6年
3月31日

5,720,000
㈱環境事業計画

研究所
1者

当該業務にあたっては、高度な専
門性が必要であることから公募型
プロポーザルにより選定された受
託候補者を契約相手方としたも
の。

令和5年
6月21日

令和5年
6月21日

～
令和6年
3月29日

2,285,910

（公社）
滋賀県公共嘱託登
記土地家屋調査士

協会

4

令和5年度史跡旧和中
散本舗・名勝大角氏庭
園保存活用計画策定業
務および庭園実測図作
成業務委託

六地蔵
他 地先

令和5年度史跡旧和中散
本舗・名勝大角氏庭園
保存活用計画策定業務
および庭園実測図作成
業務

Ｎｏ 委託名
委託対象

場所
業務概要

3
第１高区受水池現地調
査等に係る調査業務

上砥山
地先

第１高区受水池用地の
現状把握等に伴う資料
調査、現地調査（測
量）、図面作成等を行
う業務

1
農業委員会サポートシ
ステム入力作業委託業
務

担当課
見積り徴収
相手方数

随意契約とした理由 適用条文
契　　約

契約相手

市内
全域

農業委員会サポートシ
ステムへのデータ入力
等　1式

令和5年
6月12日

令和5年
6月12日

～
令和5年
12月25日

１者

栗東市農業委員会の農地台帳につ
いては、おうみクラウド基幹系シ
ステム業務に管理されており、導
入システムのメーカーである当社
以外の者によるデータ入力等は不
可であるため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

栗東市財務規則
第162条第1項第2号

891,000
農業委員会

事務局

2
栗東市開発申請区域関
連データ整備委託業務

市内
全域

開発許可申請図書デー
タベースシステムへの
データ入力 等　１式

令和5年
9月15日

令和5年
9月15日

～
令和6年
2月29日

1,999,800
㈱かんこう
滋賀営業所

㈱両備システムズ

地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第2号

栗東市財務規則
第162条第1項第3号

上下水道課

１者

当該システムは、当社が独自に制
作したものであり、当社以外の者
によるデータ入力等は不可である
ため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号

栗東市財務規則
第162条第1項第2号

住宅課

１者
当協会が市土木交通課と年間単価
契約を締結していることから、同
単価で随意契約するもの。
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